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衆
議
院
議
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照
屋
寛
徳
君
提
出
米
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牧
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一
に
つ
い
て

先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
三
年
三
月
一
日
内
閣
衆
質
一
七
七
第
八
九
号
）
二
か
ら
四
ま
で
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お

り
、
御
指
摘
の
「
ベ
テ
ラ
ン
ズ
ク
ラ
ブ
」
の
「
会
員
の
入
会
資
格
」
等
を
把
握
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
お
尋
ね
に
つ
い
て

お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
ベ
テ
ラ
ン
ズ
ク
ラ
ブ
」
は
、
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条

に
基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
（
昭
和
三
十
五
年
条
約
第
七
号
。

以
下
「
日
米
地
位
協
定
」
と
い
う
。
）
第
二
条
に
規
定
す
る
施
設
及
び
区
域
で
あ
る
牧
港
補
給
地
区
内
に
存
在
す
る
建
物
で

あ
る
が
、
御
指
摘
の
「
ベ
テ
ラ
ン
ズ
ク
ラ
ブ
」
自
体
は
、
同
条
に
規
定
す
る
施
設
及
び
区
域
で
は
な
く
、
米
国
政
府
が
所
有

す
る
建
物
で
あ
る
と
承
知
し
て
い
る
。
お
尋
ね
の
「
法
的
概
念
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、

先
の
答
弁
書
に
お
け
る
御
指
摘
の
記
述
は
、
こ
の
旨
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

一



御
指
摘
の
平
成
二
十
年
八
月
二
十
七
日
の
日
米
合
同
委
員
会
（
日
米
地
位
協
定
第
二
十
五
条
�
の
規
定
に
基
づ
き
設
置
さ

れ
た
合
同
委
員
会
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
い
て
は
、
お
尋
ね
の
よ
う
な
合
意
は
さ
れ
て
い
な
い
。

四
に
つ
い
て

日
米
合
同
委
員
会
に
お
い
て
は
、
平
成
二
十
年
十
一
月
十
三
日
に
、
お
尋
ね
の
牧
港
補
給
地
区
の
一
部
土
地
の
返
還
が
合

意
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
お
尋
ね
の
「
郵
便
施
設
」
の
移
設
は
、
道
路
用
地
と
し
て
使
用
す
る
た
め
に
牧
港
補
給
地
区
の
一
部
土
地
の
返
還

を
要
請
し
た
沖
縄
県
の
負
担
に
よ
り
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
移
設
に
係
る
経
費
に
つ
い
て
は
承
知
し
て
い
な
い
。

二


